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ごみを減らすためにできること
○水切りでごみも臭いもすっきり
　燃やすごみのうち約４割以上が水分です。
しっかり水切りをしましょう。また、ごみ袋の
口はしっかり結びましょう。
○生ごみは堆肥に利用しエコ生活
　生ごみは良質な堆肥に利用でき
ます。生ごみ処理機の補助があり
ます。
○ごみは分ければ資源に
　スーパーなどの店舗で回収している資源物
は、店舗回収に協力しましょう。
○地域の集団回収を活用
　資源物の「空かん・空びん」「紙類」「布類」
「牛乳パック」は、地域の集団回収に出しま
しょう。
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種類 金額

古紙類

新聞・チラシ
雑誌、段ボール
牛乳パック
その他の紙

10円／㌔
【加算額】
年度内４回以上
２円／㌔

布類 古着、毛布など 10円／㌔

缶類 アルミ缶、スチール缶 10円／㌔

瓶類 ビール瓶、一升瓶 ビール瓶　８円／本
一升瓶　　10円／本

■菊陽町の平成29年度ごみ量の実績

■リサイクル推進事業対象品目と単価

家庭ごみ　6,971㌧
（462ｇ／１人１日当たり）
※前年度対比　1.5%減

家庭ごみ　6,971㌧
（462ｇ／１人１日当たり）
※前年度対比　1.5%減

燃やすごみ（粗大除く）

家庭ごみ　76㌧
（1.8kg／１人当たり）
※前年度対比　13.7%減

家庭ごみ　76㌧
（1.8kg／１人当たり）
※前年度対比　13.7%減

資源物ＥＦＧ

家庭ごみ　194㌧
（4.7kg／１人当たり）
※前年度対比　6.6%減

家庭ごみ　194㌧
（4.7kg／１人当たり）
※前年度対比　6.6%減

資源物Ｊ

家庭ごみ　64㌧
（1.5kg／１人当たり）
※前年度対比　27.2%減

家庭ごみ　64㌧
（1.5kg／１人当たり）
※前年度対比　27.2%減

資源物ＣＤ

家庭ごみ　３㌧
（0.1kg／１人当たり）
※前年度対比　16.3%減

家庭ごみ　３㌧
（0.1kg／１人当たり）
※前年度対比　16.3%減

資源物Ｉ

家庭ごみ　350㌧
（8.5kg／１人当たり）
※前年度対比　7.3%減

家庭ごみ　350㌧
（8.5kg／１人当たり）
※前年度対比　7.3%減

資源物ＡＢ

家庭ごみ　71㌧
（1.7kg／１人当たり）
※前年度対比 5.8%減

家庭ごみ　71㌧
（1.7kg／１人当たり）
※前年度対比 5.8%減

資源物Ｈ

家庭ごみ　160㌧
（3.9kg／１人当たり）
※前年度対比　32.3%減

家庭ごみ　160㌧
（3.9kg／１人当たり）
※前年度対比　32.3%減

不燃・埋立て

家庭ごみ　134㌧
（3.2kg／１人当たり）
※前年度対比　3.4%増

家庭ごみ　134㌧
（3.2kg／１人当たり）
※前年度対比　3.4%増

粗大ごみ（可燃・不燃）

家庭ごみ　３㌧家庭ごみ　３㌧

乾電池

家庭ごみ　３㌧家庭ごみ　３㌧

蛍光管

国民年金加入者が受けられる独自給付

■付加年金
　定額保険料と合わせて付加保険料（月額400円）を納め
たときは、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算さ
れます。
　付加年金＝200円×付加保険料納付月数
※付加保険料は任意加入で、申出をした月分から納める
ことができます（さかのぼっての加入はできません）。
ただし、農業者年金に加入する人は付加保険料を納め
ることが条件となります。
※国民年金基金に加入している人や、老齢基礎年金など
を受給している人は加入できません。

■寡婦年金
　第１号被保険者として保険料を納めた期間（免除等期
間を含む）が10年以上あり、老齢基礎年金、障害基礎年
金のいずれも受給せずに夫が死亡したときに、妻が60
歳から65歳になるまで受給できます。ただし、婚姻期
間（内縁含む）が10年以上あり、夫の死亡当時、妻が夫

に生計を維持されており、かつ妻が老齢基礎年金の繰上
げ支給を受けていないことが条件です。死亡一時金の受
給権も満たす場合は、いずれか選択となります。

寡婦年金額＝夫が受けられる老齢基礎年金（付加保険
料は除く）の４分の３

■死亡一時金
　第１号被保険者として、保険料を36カ月（３年）以上
納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受
給せずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受給できない場
合に支払われます。
　金額は、保険料納付月数によって12万円～32万円と
なります。寡婦年金の受給権も満たす場合は、いずれか
選択となります。
■問い合わせ
　町民課　年金係　　☎（232）4914
　熊本西年金事務所　☎（353）0142

国民年金に加入している人は、一定の納付条件や加入条件などを満たしていれば、
次の給付を受けることができます。

2018.9　広報 広報 　2018.9


